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本
町
昭
型
二
年
度
歳
入
歳
出
決
算
及
昭
和
五
年

度
歳
入
殻
賎
換
算
を
報
告
申
上
げ
家
屋
穣
調
査

員
避
寒
に
親
で
概
要
を
御
通
知
致
し
ま
す
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昭
和
五
年
虚
構
町
歳
入
地

熱
算
報
告

先
つ
歳
出
の
方
よ
り
説
明
を
致
し
ま
す

一
、
滴
麗
質
　
金
丸
拾
樹
は

各
恒
三
魁
に
年
三
園
の
お
祭
が
あ
り
ま
し

て
其
筋
の
紳
餞
簡
席
料

二
、
合
議
費
　
金
百
鼠
拾
壇
回
は

年
に
約
八
回
の
合
議
を
開
き
ま
す
時
の
議

員
費
用
瞬
領
と
其
禽
議
に
要
す
る
書
記
給

料
き
鉛
筆
用
紙
代

三
、
役
場
費
　
金
七
千
七
百
四
捨
象
園
の

、
内
　
講

金
藍
千
百
六
拾
七
回
は

町
長
:
雀
馨
助
役
∵
瞳
長
、
.
代
理
者
、

攣
澱
委
員
疲
農
商
工
調
査
員
の
報
酬

金
蓼
子
爵
官
給
六
園
は

有
給
助
役
、
収
入
役
書
記
雇
員
の
給
料

金
豊
子
愛
育
七
輪
重
囲
は

名
港
職
質
費
灘
償
家
屋
賃
貸
償
格
調
蛮

員
選
碁
立
命
大
賃
貸
瞬
償
及
有
給
吏
員

-
旅
費
、
役
場
各
掻
使
丁
給
料
、
臨
時
傭

人
料
、
有
給
吏
員
役
場
使
丁
賞
輿
金

金
登
千
八
百
八
拾
七
回
は

役
場
備
品
溜
髭
品
印
刷
費
、
通
信
運
搬

費
、
購
料
、
借
地
料
、
電
話
貸
、
電
燈

料
、
文
具
料
、
町
公
報
費
及
其
他
雑
費

金
堂
百
回
は

役
場
駐
在
所
の
厨
々
修
繕
費

土
木
貸
　
金
六
百
回
は

町
道
修
繕
、
橋
梁
修
繕
等

小
拳
楼
貸
　
金
登
臨
参
千
七
百
七
抱
囲
園

内
　
議

会
登
萬
五
官
参
拾
回
は

畢
稜
先
生
十
三
人
に
討
す
る
給
料

金
登
千
蓼
百
五
輪
武
図
は

先
生
の
旅
費
及
住
宅
料
、
使
丁
蠣
人
料

恩
給
基
金
、
賞
輿
生
徒
奨
胸
糞
、
治
療

費
等

金
萱
千
六
百
七
輪
戴
脚
は
　
¥

肇
楼
循
品
、
涌
雑
品
通
信
費
、
電
話
費

′
賄
料
及
碁
他
雑
費
樹
戴
嶺
籍

金
武
再
試
拾
園
は

校
合
廊
下
屋
根
等
所
々
の
修
繕
費

エ
ペ
賓
薬
補
習
撃
便
箋
金
霊
千
百
六
拾
九
回
の

内
　
諾

金
七
百
八
播
園
は

尊
任
教
員
の
給
料
　
　
　
　
/

金
武
宵
七
輪
四
囲
は

旅
費
、
恩
給
基
金
、
賞
異
性
室
料
、

生
徒
奨
励
費

金
霊
官
給
五
園
は

備
品
消
耗
品
電
燈
料
及
雑
費
轡
∴
(

七
、
青
年
訓
練
所
賞
　
金
五
官
国
幹
愛
国
の

内
　
議

金
愛
育
四
輪
六
回
は

教
練
指
導
員
の
給
料

金六拾園は　　　、

指
導
員
議
留
旅
費
及
賞
輿

金
轟
音
憂
拾
七
閲
は

備
品
消
耗
品
通
信
費
、
生
徒
奨
励
費
、

雑饗管　　　　　　　、

八
、
塊
方
改
良
費
　
金
武
百
回
は

講
習
講
話
禽
費
と
敬
老
曾
贅

九
、
倍
梁
瀬
醸
防
賞
　
金
登
百
六
回
の

内
∴
藩

金
参
掩
登
樹
は
　
轡
買
手
常
及
鱒
人
料

.
金
七
輪
記
聞
は

痘
椅
代
痘
轄
朋
蹄
稚
苗
、
清
潔
法
に
よ
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し

た

る
賄
及
酒
器
其
他
備
品

〇
、
救
助
費
　
金
六
園
は
,

貧
困
藷
及
躍
災
嘉
の
救
助
料

一
、
警
備
費
　
金
九
百
参
拾
武
闘
の

内
　
議

金
参
百
八
拾
参
園
は

組
頭
其
他
役
員
及
消
防
手
出
場
手
管
重

賞
輿

・
金
参
百
九
拾
乱
闘
は

ガ
ツ
ル
シ
醐
簡
手
帯
皮
消
防
用
靴
副
組

頭
被
服
馨
の
購
入
費
及
出
初
式
賄
及
滑

院
議
曾
負
担
金
寄

金
嚢
百
五
拾
回
は

器
具
藷
械
掻
揚
修
繕
費

.
一
二
、
財
産
費
　
金
武
百
九
拾
六
回
は

肇
稜
役
域
登
記
所
の
保
険
料
、
敷
借
料

一
三
静
穏
及
負
担
　
金
萱
千
参
首
鼠
拾
園
は

一四、

隔
離
病
舎
負
蝿
及
国
府
穂
の
碗
金

雑
支
出
　
金
武
百
八
拾
参
園
は

行
路
病
人
及
精
細
病
人
看
護
費
及
徴
兵

旅
費
線
番
金
の
外
滞
納
庭
分
費
等
に
で

古
参
拾
固
く
」
教
育
部
曾
奨
胸
糞
負
担
金

-
聯
合
衛
生
食
費
親
和
官
費
負
担
金
さ
で

百
五
拾
参
薗

基
本
的
慶
造
成
慢
　
金
几
拾
園
は

登
記
所
基
本
財
産
積
立
金

塚
傭
饗
　
金
五
百
八
治
国
は

醸
算
外
の
支
出
叉
は
壕
算
超
過
の
場
合

に
充
つ
べ
く
支
出
す
る
金

之
が
経
常
部
で
あ
り
ま
し
て
臨
時
部
を

左
に

一
、
基
本
財
産
積
度
会
　
八
軒
八
捨
象
園
は

役
場
及
牽
横
の
基
本
財
産
積
庚
金

二
、
寄
附
金
l
金
武
千
四
百
回
は

-
府
道
改
修
に
討
す
る
受
益
者
負
担
金
に

代
る
べ
き
寄
附
金

三
、
、
補
助
金
　
金
武
百
園
は

青
年
団
、
慶
安
禽
.
婦
人
食
へ
の
補
助

四
、
雑
支
出
金
蔵
護
国
は

本
年
施
行
さ
れ
ま
す
圃
勢
調
査
に
要
す

る
諸
費
用

五
、
小
撃
破
螢
繕
黄
　
金
萱
宙
五
輪
園
は

鬼
重
湯
番
場
及
便
所
の
増
設
∵

以
上
で
あ
り
ま
し
て
暁
の
合
計
経
常
部
を
臨

書
　
暗
部
合
せ
て

、
金
参
萬
萱
千
六
百
参
拾
九
回
也
で
あ
り
ま
す

雌
の
換
算
を
続
厨
す
る
に
営
ト
ン
ま
し
て
は
、

時
勢
に
鑑
み
出
妹
得
る
、
限
り
の
削
賊
を
致
し

ま
し
て
前
年
度
営
初
醸
算
額
よ
り
約
五
千
回

の
減
額
を
な
し
其
後
醸
算
の
追
加
を
な
し
た

る
金
額
よ
か
比
較
致
し
ま
す
る
ご
約
八
千
回

の
節
約
が
出
泰
得
た
の
で
御
座
居
ま
す
o
然

雨
雌
の
歳
出
の
験
算
磯
を
如
何
な
る
収
入
を

以
て
禰
関
す
る
か
ご
申
し
ま
す
れ
ば
左
記
の

/
歳
入
に
て
御
承
知
下
さ
い

買

　

入

一
、
財
産
よ
り
生
す
る
収
入

.
金
四
百
充
輪
武
図
は

駒
薬
債
零
額
面
五
千
参
府
参
捻
園
に
討

す
る
年
五
分
の
利
子
を
糊
業
銀
行
及
郵

便
貯
金
利
子
だ
登
記
所
の
借
家
料
収
入

さ
で
あ
り
ま
す

二
、
使
用
料
及
手
数
料

金
五
百
覿
碕
四
囲
の

肉
富

金
参
百
六
玲
憂
国
は
-

小
畢
横
高
等
科
児
童
百
十
人
十
一
ケ
月

分
の
授
業
料

金
萱
百
六
輪
登
園
は

督
促
手
数
料
、
諦
明
手
数
料
及
戸
籍
の

手
数
料

三
、
交
附
金
　
金
八
百
参
給
或
園
は

圃
碗
府
税
の
徴
収
交
附
で
あ
り
さ
ら
で

雌
の
金
が
即
ち
納
税
の
成
績
に
よ
っ
て

増
し
悪
け
れ
ば
滅
ず
る
の
で
あ
り
ま
す

四
、
闘
庫
下
渡
金
　
金
四
千
五
百
回
は

義
務
教
育
費
さ
し
て
国
庫
よ
り
の
補
助

五
、
繰
越
金
　
金
六
百
六
輪
武
図
は

前
年
度
精
算
感
金
の
内
繰
越
金
さ
し
て
l

の
見
込
金

六
、
雑
収
入
　
金
参
宮
競
輪
六
園
の

内
∴
謹
.

金
武
官
給
六
回
は

粛
計
一
時
預
金
利
子
及
不
用
品
の
賞
却

代
金

浬

◇
衛

生

近
頃
朝
鮮
飴
を
御
貴
び
求
め
に
な
り

御
子
蓮
の
間
食

聞
腰
間
副
酬
酬
副

し

ま
す
が
其
筋
よ
り
、も

憲

か
め
絢

非
常
にIル
ー

へ

不
潔
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以
心
合
計
四
持
参
百
六
拾
四
囲
四
輪
登
銭

/

歳
　
　
出

一
、
顧
離
費
、
金
萱
百
八
回
は

け
　
指
定
村
塾
二
浬
へ
供
進
廟
撲
幣
掃
料

二
、
曾
議
壁
　
金
八
拾
丸
岡
五
掩
餞
は

曾
議
に
係
る
諸
費
尉

三
、
役
場
費
金
八
千
五
百
九
拾
七
回
七
輪
六
餞

は
町
長
以
下
役
場
轟
員
及
彊
長
、
瞳
長

代
理
藷
築
各
恒
の
使
丁
に
至
る
迄
の
報

酬
及
給
料
其
他
役
場
に
て
入
用
の
諸
費

並
に
建
物
の
修
繕

四
、
土
木
賞
　
金
五
百
試
圃
拾
四
銭
は

町
の
道
路
さ
か
橋
梁
の
修
繕
費
〇

五
、
小
畢
校
費

金
薔
萬
四
千
四
百
九
拾
八
回
四
輪
重
鎮

攣
校
長
以
下
藷
先
生
並
に
小
便
の
給
料

ご
旅
費
生
徒
の
奨
脚
畿
其
他
畢
枝
に
於

で
の
必
要
の
諸
経
費
及
建
物
の
修
繕

六
、
附
設
賞
薬
禍
衝
撃
稜
貸

金
萱
千
百
六
拾
五
回
登
餞
は

先
生
の
給
料
ご
其
他
必
需
懸
賞

七
、
青
年
訓
練
所
貸

金
七
百
五
輪
四
閲
六
捨
象
銭
は

青
年
訓
繚
厨
の
指
導
員
の
給
料
及
備
品

其
他
必
要
経
費

八
、
地
方
改
良
費

金
参
百
九
輪
五
回
五
輪
銭

甜

青
年
団
、
魔
女
合
の
補
助
及
敬
老
合
致

育
奨
励
賞
　
∴
、

九
、
/
倍
染
結
線
防
壁
金
百
六
拾
登
園
参
拾
九
餞

町
騎
手
嘗
及
種
痘
其
他
倍
染
病
醸
防
費

用

一
〇
、
救
助
費
　
金
塞
断
は

躍
災
者
の
救
助
費

一
一
、
警
備
費
金
千
八
百
六
拾
固
七
輪
五
餞
は

消
防
組
員
手
管
及
ガ
ソ
リ
ン
胸
筋
嬬
入

代
其
他
器
具
の
修
繕
等
の
費
用

二
一
、
財
産
費
　
金
丸
拾
四
回
大
輪
餞
は

役
場
建
物
寧
校
建
物
の
火
災
保
険
料

三
一
、
諸
税
及
負
耀

金
武
千
七
百
七
輪
八
回
六
掩
武
関
は

町
有
財
産
の
不
動
産
に
鞠
す
る
国
税
府

拭
き
田
遽
町
草
内
村
組
合
病
院
建
築
費

の
負
償
金
を
努
賦
償
還
金
の
負
謄
ご
本

町
が
倍
染
蒲
患
者
を
収
容
や
し
諸
費
用

の
全
額
負
損
金

一
四
、
,
雑
支
出
　
金
愛
拾
五
問
丸
拾
登
餞
は

徴
兵
旅
費
の
繰
器
金

一
五
、
勧
業
藷
貸
　
金
武
宮
五
輪
圃
登
餞
は

農
事
試
験
場
分
場
の
敷
借
料

一
六
、
基
本
財
産
積
庚
金
八
百
八
拾
重
囲
は

町
及
撃
校
基
本
財
産
の
蓄
積
金

一
七
、
登
債
費
　
金
武
千
四
百
四
輪
五
回
は

借
入
金
を
返
轡
す
る
元
金
ご
利
子

一
八
、
小
聾
枝
螢
繕
貸

金
愛
育
参
輪
姦
図
九
拾
登
銭
は

御
大
典
話
念
轟
業
と
し
て
奉
安
殿
を
設

備
し
J
ま
し
た
設
備
費
ご
宿
直
室
新
設
糞

元
・
警
備
費
　
金
官
爵
拾
九
圃
五
輪
七
餞
は

御
大
典
前
後
三
十
日
間
の
警
鰭
諸
費

二
〇
、
補
助
金
　
金
萱
千
国
は

町
農
禽
輩
務
厨
建
築
費
に
鞠
す
る
補
助

右
歳
出
合
計
金
馨
璧
ハ
千
八
輪
六
回
七
輪
重
鎮

歳
入
歳
出
差
引
精
算
嬢
金
、
′
、

金
四
千
武
官
七
輪
七
固
六
輪
入
関
　
:

雌
が
即
ち
昭
和
三
年
度
の
精
算
残
金
で
あ
り
ま

す
が
雌
の
残
金
の
内
院
に
昭
和
四
年
度
に
於
で

町
合
の
議
決
を
経
て
基
本
財
産
造
成
費
に
金
四

百
七
輪
六
固
さ
本
町
を
逓
す
る
府
道
改
修
工
華

の
受
益
者
負
鰭
金
に
代
る
べ
き
寄
附
金
萱
千
五

百
固
さ
、
組
合
病
院
ぺ
本
町
か
ら
患
者
を
政
客

致
し
ま
し
だ
雌
の
諸
経
費
六
百
五
輪
重
囲
、
く
さ

農
業
調
査
を
行
ひ
ま
し
た
調
書
貝
の
報
酬
並
に

こ
の
諸
人
賀
宴
古
参
拾
圃
及
其
他
警
備
信
擁
墨

建
設
費
等
に
、
百
回
を
昭
和
四
年
度
の
換
算
に

遁
加
藤
算
さ
し
て
計
上
致
し
ま
し
て
そ
れ
信
士

箕
浦
し
獲
額
を
昭
和
四
年
度
に
純
繰
越
金
き
し

で
歳
入
潜
で
あ
り
ま
す

家
屋
職
調
香
貴
の
選
巷
に
親
で

は
別
紙
印
刷
物
を
御
覧
下
さ
い
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家
屋
碗
調
査
員
選
馨
に
裁
て

恭
る
四
月
十
日
府
下
郡
部
一
番
に
家
屋
穣
調
査
員
の
選
基
が
行
ほ
れ
ま
す

雌
の
選
碁
は
皆
様
所
有
の
家
屋
に
鞍
す
る
賃
貸
債
格
を
算
定
せ
ら
れ
之
に

俵
で
、
賦
課
を
決
定
せ
ら
れ
る
委
員
を
選
碁
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
雌

の
委
員
に
は
第
一
吹
家
屋
概
調
査
委
貫
き
、
第
二
吹
家
屋
税
調
査
委
員
及

臨
時
家
屋
税
調
査
委
員
の
三
謡
に
彊
分
さ
れ
ま
し
て
、
三
者
各
々
独
立
し

た
調
査
委
員
で
あ
り
ま
す
。

第
一
次
家
屋
観
調
査
委
員
と
は
、
各
市
町
村
を
陸
域
に
設
置
さ
れ
ま
し
て

・
皆
様
よ
り
選
碁
さ
れ
た
調
査
員
を
以
て
組
織
さ
れ
其
の
市
町
村
内
の
家
屋

の
賃
貸
債
権
の
権
衡
を
期
す
る
べ
く
調
査
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
次
家
屋
税
調
査
委
貫
き
は
、
第
一
吹
家
屋
税
調
査
委
員
の
肉
よ
り
委

員
の
互
選
に
依
て
選
馨
し
た
る
調
査
員
を
以
て
組
織
さ
れ
、
郡
を
輩
位
干

し
て
各
町
村
の
調
査
の
適
切
公
卒
を
期
す
た
め
、
設
置
さ
れ
る
の
で
あ
り

ま
す
○

臨
時
家
屋
税
調
査
委
員
は
、
府
に
於
て
臨
時
特
別
の
必
要
め
る
場
合
に
組

織
さ
れ
る
の
で
御
座
い
ま
す
。

然
し
て
暁
の
委
員
は
名
客
殿
で
あ
り
ま
し
て
任
期
は
四
ヶ
年
ご
な
っ
て
お

り
ま
す
○

以
上
は
委
員
の
構
成
を
申
上
げ
ま
し
た
が
、
訳
に
四
月
十
日
に
行
は
れ
る

そ
し
て
、
皆
様
が
選
碁
せ
ら
れ
る
第
一
吹
家
屋
穣
調
査
委
員
の
調
査
員
遊

撃
に
薪
で
中
越
べ
た
い
ざ
存
じ
ま
す
。

雌
避
寒
に
関
す
る
調
査
員
の
定
数
ご
か
、
選
馨
の
日
時
及
選
嬰
禽
場
等
一

切
の
事
は
総
て
知
撃
が
、
決
定
し
て
命
令
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
本
町

に
於
げ
ろ
委
員
の
定
数
は
、
町
曾
議
員
定
数
の
筆
数
ご
な
っ
て
お
り
ま
す

鶴
、
六
人
の
委
員
が
選
べ
る
講
で
あ
り
ま
す
。

既
に
三
月
一
日
現
在
を
以
て
上
司
の
命
令
に
依
り
末
尾
に
記
載
の
避
寒
人

資
格
を
有
せ
ら
れ
る
者
を
調
査
し
て
避
寒
人
名
簿
を
調
製
し
た
の
で
ふ
∵
り

ま
す
。
雌
の
避
寒
は
非
常
襲
っ
て
お
り
ま
し
て
、
只
其
の
霞
域
の
市
町
村

に
於
で
、
「
家
屋
税
ヲ
納
ム
ル
モ
ノ
」
は
避
寒
健
が
あ
り
ま
し
て
外
囲
人

で
も
、
法
人
で
も
、
男
女
の
別
は
勿
論
、
無
灘
方
案
(
禁
治
産
者
、
準
禁

治
産
者
、
未
成
年
者
)
に
も
選
碁
人
た
る
資
格
が
輿
へ
ら
れ
た
る
こ
き
で

す
。
さ
れ
ば
塵
域
を
か
へ
で
家
屋
寵
を
納
め
て
薫
ら
れ
る
人
、
例
へ
は
本

町
の
外
に
他
町
村
に
も
家
屋
を
所
有
さ
れ
そ
し
て
、
家
屋
税
を
納
め
て
お

ら
れ
る
方
は
、
其
の
町
村
に
も
亦
選
基
礎
が
あ
る
の
で
御
座
い
ま
す
。

然
し
「
法
人
」
は
肉
体
を
有
し
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
「
無
機
力
着
」
の
内

禁
治
産
者
、
準
禁
治
産
者
の
如
き
精
荊
上
に
鉄
陥
め
る
案
文
は
未
成
年
者

の
如
く
憲
思
龍
力
の
獲
遷
不
十
分
ざ
看
倣
さ
れ
る
者
に
は
、
代
理
人
を
以

て
代
理
投
票
を
な
さ
し
め
る
二
三
で
あ
り
ま
す
o

其
の
代
理
人
は
法
人
は
、
曾
魁
の
代
表
者
叉
は
之
に
準
ず
る
着
、
禁
治
産

者
、
準
禁
治
産
者
は
後
見
人
、
補
佐
人
、
未
成
年
者
に
於
き
ま
し
て
は
親
権
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着
が
法
定
代
理
人
三
一
日
ふ
こ
き
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
縞
で
代
人
は
避

寒
の
皆
目
、
選
拳
長
に
代
人
で
あ
る
事
を
証
明
す
る
書
面
を
差
出
せ
ば
よ

ろ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

其
の
上
達
碁
の
罰
則
に
就
き
ま
し
て
も
、
奮
衆
議
院
議
員
選
馨
法
を
適
用

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
之
で
大
体
の
避
寒
に
討
す
る
要
点
を
申
上
げ
ま
し
た

が
何
分
復
雑
な
法
令
で
あ
り
ま
す
る
の
で
十
分
御
理
解
は
如
何
と
存
じ
ら

れ
ま
す
が
、
猶
此
外
に
不
可
解
な
点
が
あ
り
ま
す
れ
ば
御
遠
慮
な
く
役
場

へ
御
問
合
せ
下
さ
い
、
御
了
解
得
る
榛
御
読
明
致
し
ま
す
。

訳
に
御
慶
詩
迄
に
選
基
礎
、
被
選
撃
膣
の
法
文
を
書
き
湊
へ
て
お
き
ま
す

△
調
査
員
の
避
寒
資
格

家
屋
賃
貸
償
格
調
査
令

第
六
憧
　
市
町
村
ノ
家
屋
二
伸
家
屋
税
ヲ
納
ム
ル
者
ふ
菅
田
該
市
町
村
ノ

唾
域
-
-
於
テ
調
査
員
ノ
選
馨
躍
ヲ
有
ス
但
シ
左
ノ
各
項
ノ
二
)
該
営

ヌ
ル
老
少
此
ノ
隈
リ
ニ
在
ラ
ス

一
、
破
産
藷
一
)
シ
一
ブ
復
標
ヲ
得
サ
ル
孝

二
、
租
碗
滞
納
慶
分
中
ノ
モ
ノ

三
、
六
年
ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮
以
上
ノ
刑
一
一
庭
セ
ラ
レ
叉
ハ
奮
刑
法
ノ

重
罪
ノ
剰
二
度
セ
ラ
レ
¥
タ
ル
モ
ノ

四
、
六
年
未
満
ノ
懲
役
叉
ハ
禁
錮
ノ
刑
一
-
慶
セ
ラ
レ
其
ノ
刑
ノ
執
行

ヲ
終
り
叉
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
ル
迄
ノ
モ
ノ

*
　
　
　
　
　
　
*
　
　
　
　
　
　
*
　
　
　
　
　
　
*
　
　
　
　
　
　
*

右
の
内
で
第
二
項
の
「
租
穣
滞
納
魔
分
中
ノ
モ
ノ
」
と
あ
り
ま
す
る

の
は
、
租
践
所
謂
国
府
碗
及
町
村
碗
一
切
の
現
金
を
指
示
し
て
お
る

の
で
め
り
ま
し
て
其
の
何
れ
の
残
金
が
一
つ
で
も
滞
納
慶
分
中
の
も

の
で
あ
り
ま
す
れ
ば
避
寒
樫
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
誤
解
の
な

い
榛
特
に
申
漆
へ
て
お
き
ま
す
。

△
調
査
員
の
被
避
碁
資
格

家
屋
賃
貸
償
格
調
査
令

第
七
億
　
市
町
村
内
一
-
住
所
ヲ
有
シ
且
其
ノ
市
町
村
ノ
彊
域
二
於
テ
選

基
礎
ヲ
有
ヌ
ル
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
藷
;
営
該
市
町
村
ノ
陸
域
一
一

於
一
ブ
調
査
員
ノ
被
選
碁
耀
ヲ
有
ス
但
シ
禁
治
産
者
及
準
禁
治
産
藷
二

此
ノ
限
り
一
)
在
ラ
ス

*

　

　

　

　

　

*

　

　

　

　

　

*

　

　

　

　

　

*

　

　

　

　

　

*

△
　
其
　
　
　
他

間
合
第
九
儀
に
は
選
碁
人
名
簿
調
製
に
閲
す
か
韓
項
が
記
載
さ
れ
て

、
ぉ
り
ま
し
て
、
雌
の
避
寒
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
な
い
者
は
股
禽
選

寒
椿
を
宿
せ
ら
れ
る
も
の
き
艶
も
避
寒
麓
が
な
く
随
で
投
票
は
出
家

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

右
町
報
擬
外
ヲ
以
テ
周
知
セ
ン
ト
ス

田
　
透
。
町
　
役
　
場


